
今井町の調査（４）
建造物研究室・平城宮跡発掘調査部

建造物研究索で実施している今井町の調査は４年目になる。本年度で金町内民家の間取り

をとる作業を一応終了し，統いて主要L も家の．- ･ 部（1 0 棟）についての粘査（断而図，職造似I ，

蚊地配岡叉呼の作製と復原的洲i ( f ならびに写真搬影）および~ﾄ ﾞ水，電柱のl I I i l j 置等の郁市洲炎をおこ

なった。下水については次のような柵突が判りl した。

各町制区画の中央を東西に流れる下水の支線は，南北に流れる紳線に集まり，さらに今| ：

町をとりかこむ環濠に流れこむ。この下水の流れ方で注目されるのは，今井の旧６町のう

ち，町の西部をしめる東・西・南・北の４町と，東部にある新町・今町の２町とは系統が異

なっていることである。すなわち後者の下水は順明寺付近で一か所に集められ，ここから前

省の幹線の下水に流れこむｏこのことは前４町と後２町との町成立の順序を示唆する。
戸彩次に今井ｌｌｌＪの家持層の住宅は６間取りを基木としており’ いつ６間取り６２１２

ぽう俄家層の多くは２間取り，３間取りの長屋に屑住しているこ５１０２

とが知られていた。しかしこれらの実数がどうなっているかはり〕４３１６
３１７７３５

らかでなかった。今I r i I までに調在をおこなった範川の家につい
２２２７４５

て，復原した結果から，間取りとその戸数を集計すると右表のと

おりであるｏ計 5 0 7 戸 1 0 0 形註１

接客座敷について規模の小さな庄宅，特( こ併家層の２１Ml 取りの| | M題についてはかつて取
挑２

り_ ' 二げたことがある。今１回I はこれと対･ 照をなす家持層の基本的な住宅形式である６間取りを

中心として，座救の問題を取り上げよう。独立した接騨ﾊ 《蚊が存在することは，２間取りな
どそれを持たない小規. 摸な柱宅と機能的にもつとも異なる点である。今井町民家にふられる

接容座敷として，ａ) 角肱敷・別棟座敷, ｂ) 奥列座蚊, ｃ）２階座敷, ｄ) 離れ座蚊などがある。
ａ）角座敷・別棟座敷角座敷は今i ﾉ q家住宅（165 0 ) にあるから17世紀中ごろに存在してい
たことはりj らかである。今西家ではミセオクにナンド・ブツマの２室が統き，ナンドは帳台
構をもち，閉鎖的な室であり，ブツマ境も開放はできない。断而の大きな部材を用い，両室
とも書院座敷風なところはなく，後のものにみられるような謀院風な座敷となるものとは異
なる。今西家の角座敷はブツマ背面に突川する。この室の原形は不明な点は多いが，一応座
敷としての体裁を整えていたらしい。この家ではミセオークに簡単なトコをもっている。

元禄1 0 年の壷屋絵図には，木家に接続し周囲に縁をめぐらした座赦が描かれている。１７００

年前後に建築された磯田家・音村家住宅は今i ﾉ I i 家と同様の形式の間取りであり，本家に接統
した座敷をのちにつけたした。ここに承られる別棟応蚊は，本家内の座蚊や角雁敷の不備を

補うためにつくられたものと象なせる。この点は県内の江戸初期の大庄屋級の農家，例えば
笹岡家住宅（寛永) ，ﾙ ｰ 岡家住宅（覚文９年）等がいずれも順救と主屋を別棟にしていることと
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頗似しており，今井l l I j ､ の江戸初期の大

型町膿は広い{ : 間をもつ点などもあわ

せて，腿家的な面を多分に含んでいた

ものと解される。このほかl I i l d家i i 言宅

は，ｉ[ 戸後1Ul の別' ４〃i <蝋をもつ代表例

であり，この( 《蚊と炎の道蹄との間を

庭|刺とし，道陥にl i I i して塀をつくり，

ここにⅢ畠敷に悩接入れる門を開く。こ
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の狐は放上脚の町臆として各地方に広

第１図今井町民家平面図 くゑられるもので，今井町特村の江戸
６間取りの例

初期のタイプとは性格が異なる。

ｂ）奥列座敷1 8 1 1 1 : 紀I l 1 ごろ以降の６間取りは, 上記の間取りとナンド・ブツーマ部分が，

まったく異なる。中央の間（ナンド）の帳台脳が消失し，仏聴がここに移り，もとブツーマで

あった索にはトコ・タナ・ショインなどの座蚊飾を牌え，この２宝を通して使える応蚊（こ

れを奥列雄散と仮称する）に転化する。これは前の時代の惟宅が多分に農家瓜平面や| : I I I f 造をも

っており，! 荊塊風な雌蚊とは異質であったが, このl l 1 j : 代になると, i } 院風唯敷が災家によくなじ

み，今1 1 にみる今井町のl l I j ・家の形式が定まったものと象なせる。ｉ１．ｊ木家' 1 § 宅( 文化文政ころ）

はその代表例である。なおこのタイプではl ‘ K 蚊を広くとるために，その分だけダイドコロが

せばまり，初期の３案２行の盤形６間取りが喰い迷いの､ | えl i I i へ移行するものもある。

ｃ）２階座敷・離れ座敷本家の１１《蚊の欠をi Wi うものとして，２階につくられるハ《蚊があ

る。この場合は河合家化宅（1 8 1 Ｉ: 紀後半），商水家化宅にふられるように，１階にすでに奥列

ﾊ 《蚊があり，そのうえさらにつくられるのであるから，角雌蚊や奥| ﾙ 蝋より後にﾉ | ﾐ ﾙ ' たも

のである。恐らく河合家が肢もI i I , い例であろう。

角庄蚊・別| : ! | i ﾊ 《蚊は本家にi ' ４〔接に接統するから，本家の間取りに大きな影禅を与える。こ

れに対し，２階座蚊は，間取りにあたえる変化はすぐないが，建物の建ちが高くなるので，

立而や拙造には大きな変化をあたえることになる。なお離れ座蚊は，木家とはまったく独立

してたち，渡廊下でつながれ，ユトリとしての雁蚊と桑なせるもので，多少とも数寄屋風で

あり，江戸時代末以後に建てられたものが多い。また上隅の家ではかつて推祥のための茶室

をもつものがあったが，今1 1 では一棟も残仔しない。

註１５０７戸は全戸数の７割弱にあたる。残り３刻余は洲在不能であったもの，すでに伝統的姿を失な

っているもの，分類不能のものを含む。現在の( I ; 宅を復原的に考えた間取りの集計であるか

ら, ある時点での雌計ではない。おそらく江) . i ｲ ﾐ から雌近にいたる間の一応の' 1 宏ということに

なる。

２奈良脚立文化財研究所年報１９７０「今昨l l I l 民家の洲在( 2 ) 」（宵沢御士）
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